
 

平成 28 年 2 月 18 日 

各  位 

                  会社名  株式会社ガリバーインターナショナル 

代表者名 代 表 取 締 役 会 長  羽 鳥  兼 市 

（コード番号 7599 東証第１部） 

問合せ先 経営管理室チームリーダー 松本 雅之 

（TEL.03-5208-5503） 

 

子会社に対する債権の株式化（デット・エクイティ・スワップ） 
の実施に関するお知らせ 

 
当社は、平成28年 2月 18日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるGulliver Australia Holdings 

Pty Ltd（以下、Gulliver Australia Holdings）に対する貸付金について、デット・エクイティ・スワップ（以

下、DES）を下記のとおり実施することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 
記 

 
1．DES の概要 

（1）実施内容 

 当社の Gulliver Australia Holdings に対する貸付金 121.7 百万豪ドルについて DES を実施し、新たに発行

する株式の 100％を当社に割り当てます。なお、当該貸付金は、昨年 9 月における Buick Holdings Pty Ltd

の株式取得に際して、実行した貸付金の全額です。 

（2）実施理由 

 Gulliver Australia Holdings の財務内容の改善を図るため。 

（3）実施時期 

平成 28 年 2 月下旬（予定） 

 
2．Gulliver Australia Holding の概要 

（1） 名称 Gulliver Australia Holdings Pty Ltd 
（2） 所在地 12 Malcolm Street Narrabeen NSW, Australia 
（3） 代表者の役職・氏名 Yusuke Hatori (Director) 

（4） 事業内容 事業会社の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活

動を支配、管理する業務 
（5） 資本金 10 千豪ドル 
（6） 設立年月 平成 27 年 6 月 
（7） 大株主及び持株比率 株式会社ガリバーインターナショナル 100% 

 
3．業績への影響 

 本件に伴う平成 28 年 2 月期の連結業績に与える影響は軽微です。 

以  上 


